
［土曜臨時窓口を開設］
日1月31日㈯、2月28日㈯、3月21日㈯8：30～17：00
場区役所2階マイナンバーカード交付窓口
内マイナンバーカード交付・電子証明書更新・暗証番号再設定
※�日曜窓口と異なり、マイナンバーカードの申請や引っ越しに伴う転入届等は対
象となりません

問江東区マイナンバーカードコールセンター
　（8：30～20：00※年末年始除く）
　☎0570-04-5010 
　 FAX03-5690-5659　
　※IP電話などをご利用の場合は
　　☎03-5690-5621

　在宅で子育てをしている方のこどもを一時的に預かる「一時保育サービス」を、
区内4か所の児童館で実施しています。買い物・通院・美容院・家の掃除など、目的を
問わずに利用できます。　※利用には、事前登録（要予約）が必要です
日月～金曜（祝日除く）9：00～12：00、13：00～17：00　※1時間単位で、1日3時
間以内
場①古石場児童館②塩浜児童館③小名木川児童館④東砂児童館
対区内在住で幼稚園・保育園などに在籍していない、集団保育が可能な生後6か月
～未就学児
定①8人②6人③8人④6人
費1時間500円

［事前登録］
　個別に説明と面接のうえ登録を行いますので、利用を希望する館に電話・窓口で
面接日をご予約ください（ご予約時に各館から必要事項をお伝えします）。
①古石場児童館	 ☎03-3641-9532
②塩浜児童館	 ☎03-3647-3902
③小名木川児童館	 ☎03-3640-1941
④東砂児童館	 ☎03-3646-0462
問こども家庭支援課こども家庭係
　☎03-3647-9230 
　 FAX 03-3647-9196

　夏と冬のコンサートのほか、多くのイベントに参加。新学期からの団員募集
にあたり、幼児クラス・J1クラスを対象に無料体験レッスンを実施します。　
※新学期は4月11日㈯開始。原則毎週土曜の午後、5クラス制で実施
日2月21日㈯、3月14日㈯
①幼児クラス：13：30～14：10②J1クラス：14：30～15：30
場江東区文化センター
対①4～5歳の方（令和8年4月1日時点）②小学生以上の方（新小学生含む）
定各10人（申込順）
講笹子昌美（声楽家）、金井美雪（ピアニスト）
申1月15日㈭10：00から江東区文化センターに電話・窓口で
　☎03-3644-8111 FAX 03-3646-8369

▲子育て情報
　ポータルサイト

くらし・しごと・産業 このほかの記事は6面こうとうインフォメーションに掲載

在宅で子育て中の方へ

児童館一時保育サービスをご利用ください
江東少年少女合唱団
新規団員募集＆無料体験レッスン　

子育て・教育 このほかの記事は6面こうとうインフォメーションに掲載

　大切な家族や地域の方が高齢になっても安心して暮らしていけるように、
高齢者の権利擁護支援について考えてみませんか。
日令和9年1月8日㈮17：00まで
場YouTube区公式チャンネル
内第1部「高齢社会の現状と認知症の方への支援」
　第2部「消費者被害・高齢者虐待の防止」
講川端伸子（（一社）権利擁護支援プロジェクトともす 代表理事）
問人権推進課人権推進担当
　☎03-3647-1164 
　 FAX 03-5683-0340

　こどもや若者が抱える性のあり方に関する悩みについて、どのように向き合った
らいいかわからないと思うことはありませんか。
　保護者や学校の先生などには言いづらいと思っている悩みなど、こどもたちの声
をもとに、大人ができることを学びます。一人ひとりが持つ「自分らしさ」を大切に
するために、何ができるのかを一緒に考えましょう。保護者、教育関係者、こどもの
居場所づくりに関わる方など、テーマに関心のある方のご参加をお待ちしています。
日2月21日㈯14：00～16：00（開場13：45）
場オンライン（Zoom）
定30人（申込順）
講中村なぎ（（一社）にじーず理事）
申1月15日㈭9：00から2月21日㈯12：00に区HP申込または男女共同参画推進セン
ターに電話・窓口で☎03-5683-0341 FAX 03-5683-0340

オンデマンド人権学習講座
高齢者の権利擁護支援

オンライン講座　カラフルな明日を育てる
～LGBT等のこどもたちに大人ができる寄り添いとは～

［マイナンバーカードの交付（事前予約制）］
　交付通知書が届いたら、同封の案内を確認し、事前予約のうえ交付窓口にお越し
ください。なお、インターネットでは4開庁日（土・日曜、祝日除く）以降の日時で予
約可能です。3開庁日（土・日曜、祝日除く）以内の日時で予約をご希望の方は、江東
区マイナンバーカードコールセンターまでお問い合わせください。

［マイナンバーカード電子証明書更新・暗証番号再設定］
　マイナンバーカードやマイナンバーカードに搭載されている電子証明書には有
効期限があります。マイナンバーカードの有効期限が過ぎると本人確認書類とし
て使用できなくなり、電子証明書の有効期限が過ぎるとe-Taxやぴったりサービ
ス等の電子申請やコンビニ交付サービスの利用ができなくなります。更新の手続
きは、有効期限の3か月前の翌日からできますのでご利用ください。
申当日直接会場へ　※必要書類は区HPをご覧ください

マイナンバーカードの交付・電子証明書更新・暗証番号再設定
土曜臨時窓口も利用できます

▲カード交付 ▲電子更新

3令和8年（2026年）1月11日号

性的指向やジェンダーアイデンティティに関する悩みや不安などご相談ください。LGBT等の方だけでなく、家族や職場、支援者の方も相談できます
電話相談（予約不要）毎月第3木曜　17：00～20：00　☎03-3647-1171 面接相談（来所またはオンライン・要予約）毎月第2火曜　17：00～20：00LGBT等相談




